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はじめに 

相続時精算課税制度は、2003年の税制改正によ

り、次世代への早期の資産移転と有効活用を通じた

経済社会の活性化の観点から導入された制度です。

選択後は生前贈与か相続かによって税負担は変わら

ず、資産移転の時期に中立的な仕組みとなっていま

す。今回の税制改正により暦年課税との選択制は維

持しつつ、同制度の使い勝手が向上されています。 

今回の税制改正により、生前にまとまった財産を贈

与しにくかった人にとっても、相続時精算課税を活用

することで、次世代に資産を移転しやすい税制となり

ます。 

 

１. 相続時精算課税制度による基礎控除の新設 

相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与

により取得した財産に係るその年分の贈与税につ

いては、現行の基礎控除とは別途、課税価格から

基礎控除 110万円を控除できるようになります。ま

た、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に

加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取

得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額

となります。これにより、改正前は相続時精算課税

の選択後、少額であっても申告をする必要がありま

したが、改正後では基礎控除 110万円以下であれ

ば申告が不要なため、使いやすい制度となります。 

 

２. 贈与財産が災害被害を受けた場合の再計算 

相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与に

より取得した一定の不動産が、贈与の日から当該特

定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限

までの間に、災害によって一定の被害を受けた場合

には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎とな

る当該土地又は建物の価額は、当該贈与の時におけ

る価額から当該価額のうち当該災害によって被害を

受けた部分に相当する額を控除した残額となります。 

 

３． 適用時期 

上記 1の改正は 2024年１月１日以後に贈与によっ

て取得する財産に係る相続税又は贈与税について適

用となります。上記 2の改正は 2024年１月１日以後

に生ずる災害により被害を受けた場合に適用となりま

す。 

 

【現行と改正案】 

 現行 改正案 

贈与税 （贈与額 – 2,500

万円）× 20% 

｛（贈与額-110万円） – 

※特別控除額｝× 20% 

申告方法 贈与額にかかわら

ず申告が必要 

年 110万円以下の贈与

の場合は不要 

相続時 

算入対象 

相続時精算課税

適用後の全ての贈

与財産 

同左。ただし基礎控除

110万円以下贈与財産

は除く 

相続時の

課税価額 

贈与時の評価額 同左。ただし災害を受け

た土地・建物については

被害額相当分を控除 

※最大 2,500万円。ただし前年以前において 

差し引いた金額がある場合は残額が限度。 

 

おわりに 

改正前は相続発生時に全ての贈与財産が加算さ

れていましたが、本改正によって相続発生時に基礎

控除以下の贈与財産であれば加算されないようにな

りました。そのため、現行制度と比較して次世代に資

産を移転しやすい制度となりました。また、暦年課税

については、相続発生時に足し戻される期間が 3年

から 7年へ延長することとしており、納税者にとって税

負担が加重する改正となる予定です。 

（担当：小原） 
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